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就
学
援
助
制
度
の

ご
案
内

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
と

認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し

て
、
給
食
費
や
学
用
品
費
な
ど
を
援
助
し

ま
す
。

援
助
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

◇
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ
て

い
る
方

◇
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方

◇
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
を
受
け
て
い
る

方
◇
国
民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
税

が
減
免
さ
れ
て
い
る
方

◇
そ
の
ほ
か
経
済
的
に
お
困
り
で
、
教
育

委
員
会
が
援
助
を
必
要
と
認
め
た
方

※
所
得
基
準
目
安

３
人
世
帯　
約
２
８
０
万
円

４
人
世
帯　
約
３
３
０
万
円

５
人
世
帯　
約
３
６
０
万
円

申
請
受
付　

在
籍
す
る
各
小
中
学
校
ま
た
は
学
校
教

育
課
へ

問
合
わ
せ　

学
校
教
育
課　
☎
８４-

０
６
８
８

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入

費
用
を
補
助
し
ま
す

自
転
車
乗
車
中
の
交
通
事
故
に
お
け
る

被
害
軽
減
の
た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入

費
用
を
一
部
補
助
し
て
い
ま
す
。

主
な
条
件　

◇
市
内
に
住
所
を
有
し
住
民
登
録
さ
れ
て

い
る
こ
と

◇
令
和
５
年
４
月
１
日
～
令
和
６
年
２
月

２９
日
の
期
間
に
自
転
車
乗
車
用
の
ヘ
ル

メ
ッ
ト
を
新
た
に
購
入
し
て
い
る
こ
と

補
助
対
象
者
（
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
者
）　

◇
児
童
生
徒
等
（
平
成
１７
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
２９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
）

◇
高
齢
者
（
昭
和
３４
年
４
月
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方
）

補
助
額　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
用
の
２
分
の
１
の

額
（
上
限
２
，
０
０
０
円
）

申
込
期
限　

　
令
和
６
年
２
月
２９
日
㈭
ま
で

申
請
方
法　

　
防
災
安
全
課
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電

子
申
請
も
可
能
で
す
。

必
要
書
類　

①
本
人
確
認
書
類

②
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
安
全
認
証
が
確
認
で
き

る
も
の

③
申
請
者
名
義
の
振
込
先
口
座
が
分
か
る

も
の

④
領
収
書
等
の
写
し

⑤
補
助
金
交
付
申
請
書
兼
誓
約
書
兼
実
績

報
告
書

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ　

　
防
災
安
全
課　
☎
８４-

０
６
２
６

年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
の
請
求
に
つ
い
て

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
や
そ
の
他
の
所
得
額
が

一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。

対
象
者（
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
）　

◇
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

・
６５
歳
以
上

・
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得

額
の
合
計
が
８
８
１
，
２
０
０
円
以
下

◇
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
額
が
４
，
７
２
１
，
０
０
０

円
以
下

※
扶
養
親
族
の
人
数
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま

す
。

請
求
手
続
き　

◇
令
和
５
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

新
た
に
対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
が

９
月
頃
か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同
封
の

は
が
き
（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請

求
書
）を
記
入
し
、返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
令
和
５
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を
請

求
す
る
方

年
金
の
請
求
と
併
せ
て
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ　

　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０５-

４
０
９
２

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

母
子
・
父
子
家
庭

医
療
費
受
給
者
証

申
請
の
ご
案
内

現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
受
給
資
格
が

な
い
方
も
、
令
和
４
年
中
の
所
得
状
況
に

よ
り
令
和
５
年
１１
月
か
ら
受
給
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
保
年
金

課
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ　

　
国
保
年
金
課　
☎
８４-

０
６
５
２

https://www.city.handa.lg.jp/gkkyoiku/kosodate/kyoiku/shugakuenjo/shugakuenjo.html
https://www.city.handa.lg.jp/kotsu/koutsuu/jitenshajoushayouherumetto.html
https://www.city.handa.lg.jp/honen/nenkinseikatusyasienkyuuhukinn.html
https://www.city.handa.lg.jp/honen/kosodate/kosodate/hitorioya/boshi-iryohi.html

